
はなこがねい保育園 園長殿

登園届（インフルエンザ用）

組 園児名

ー＿＿月＿日に、 医療機関より「インフルエンザ( A • B )型」と診断されました。
発症後5日を経過し、かつ、解熱後3日を経過したため、登園させます。

受診医療機関名
発症日 —一月 ＿日
解熱日 ー＿月 ＿日
欠席期間 ＿月ー＿日 ～ 月 日

年＿＿月 日

保護者氏名 印
↓
 ＼
 

【インフルエンザによる出席停止期間について】

インフルエンザに感染した場合は、学校保健安全法により出席停止と定められています。
医療機関にてインフルエンザと診断された場合には、保護者が上記「登園届（インフルエンザ用）Jに記入し、登園の際
に担任までご提出ください。（※医師による証明は不要）

発症後5日を経過し、かつ、解熱後3日を経過するまで。
※発症日(0日目）とは、インフルエンザ症状(38℃程度の発熱、関節痛など）が始まった日。
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（※発症日・解熱日当日は0日目と数えます）


